
  資料２－１ 

（仮称）仙台市公文書館の展示について 

 

 

●公文書館の展示の基本方針 

  ・歴史的公文書は「民主主義を支える市民共有の知的財産」であり、「市民が市政の一

員として市政を検証するための手段」を提供する場が公文書館である、という前提を

踏まえ、仙台市のこれまでの諸活動や歴史的事実が、歴史的公文書によりどのように

伝えられているか、どのようなことが検証されているのかを示し、その理解を深める。 

 

  ・また、展示を通じた普及活動に際し、歴史的公文書は「民主主義を支える市民共有の

知的財産」であり、「市民が市政の一員として市政を検証するための手段」を提供す

る場が公文書館である、とのそもそもの前提について説明する必要がある。 

 

  ・現在仙台市では、電子文書について歴史的公文書の移管を行っていない（電子決裁が

限定されており、保存期間が長い文書、公印の押印を要する文書、支出を伴う文書等

は紙文書による）。今後、本市において公文書のデジタル化の検討が進んだ際には、

移管される文書に電子文書が含まれることが想定されるが、現時点では紙文書のみ

が収蔵されていることから、展示は紙文書の原本及びそのレプリカ並びにパネルを

主体として行うものとする。 

 

 

●常設展示 

 ①「仙台市のあゆみ」を紹介する展示 

    明治期、廃藩置県以降の仙台市行政、社会で起きた出来事等に関わる公文書等を、

時間の経過に沿って展示する。 

    ・明治時代 

    ・大正時代 

    ・昭和時代（～第二次世界大戦終戦／戦後～） 

    ・平成時代（政令指定都市スタート～／東日本大震災発災～） 

 

②公文書管理制度（及び公文書館）の説明の展示 

   ・公文書管理の意義 

   ・公文書館の業務（文書選別、移管受入、文書保存、利用対応等） 


